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３．⼯事施⼯後の表⽰、記録の保存 
特定液化⽯油ガス設備⼯事事業者は、規則第115条に係る⼯事をしたときは、⼯事に係る

供給設備⼜は消費設備の⾒やすい箇所に次の事項を記載した表⽰を容易に離脱しない⽅法
でしなければなりません。（法第38条の11、規則第115条〜第117条） 
① 特定液化⽯油ガス設備⼯事事業者の⽒名⼜は名称 
② 施⼯年⽉⽇⼜は⼯事番号 
③ 連絡先 

〈解釈〉規則第115条に係る⼯事 
１.１の供給設備から２以上の消費世帯（消費世帯の数はガスメーターの数で数える。） 

に供給するための供給設備の設置⼜は変更（供給管の変更を伴うものに限る。）に係
るもの 

２.１の消費世帯においてガスメーターと１の末端ガス栓の間の配管の⻑さが屋内に
おいて４ｍ以上（⽴上り部含む。）となる消費設備の設置⼜は変更（配管の変更を伴う
ものに限る。）に係るもの 

 

 

 

 

 

 

また、次の事項に関する記録を作成し、当該記録と⼯事に係る配管図⾯を⼯事をした事業所にお
いて５年間保存しなければなりません。（法第38条の12、規則第118条〜119条） 
① 特定液化⽯油ガス設備⼯事の注⽂者の⽒名⼜は名称及び住所 
② 特定液化⽯油ガス設備⼯事の内容、施⼯場所及び施⼯年⽉⽇ 
③ 特定液化⽯油ガス設備⼯事に従事した液化⽯油ガス設備⼠の⽒名 
④ 施⼯後の気密試験の結果 

〈解釈〉１.表⽰項⽬の「連絡先」とは、住所及び電話番号をいいます。 
２.「容易に離脱しない⽅法」とは、次の⽅法によります 

イ 障壁等平⾯な箇所に取り付ける場合は釘打ち⼜はハンダ付け等で固定、供給
管⼜は配管に取り付ける場合は針⾦等で固定して取り付けます。 

ロ シール等により表⽰を⾏う場合は、貼付場所が円滑であり、シールの密着性
を確保できるようにします。 

３.記録、図⾯は、施⼯⼯事の⽇付順にファイルする等関係者等からの閲覧⼜は謄写
の申出に応じられるよう整理して保存します。 

【罰則】法第38条の11の規定に違反して表⽰をせず、⼜は虚偽の表⽰をした者＝10万円以
下の過料に処する。（法第104条第３号） 
法第38条の12第１項の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成
し、⼜は記録若しくは配管図⾯を保存しなかった者＝10万円以下の過料に処する。 

（法第104条第４号） 
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４．器具の備付け 
特定液化⽯油ガス設備⼯事事業者は、事業所ごとに⾃記圧⼒計を備えなければなりません。 

（法第38条の13、規則第120条） 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【罰則】第38条の13の規定に違反して器具を備えなかった者＝30万円以下の罰⾦に処する。 
（法第100条第５号） 

５．特定⼯事 
(1)特定ガス消費機器の設置⼜は変更の⼯事を施⼯するときは、ガス消費機器設置⼯事監督

者の資格を有する者が⾃ら⾏うか、⼜は実地に監督しなければなりません。（特監法第
３条） 

(2)特定ガス消費機器の設置⼯事⼜は変更⼯事を⾏った場合には、⼯事終了後、正しい施⼯
が⾏われたことを確認し、｢特定⼯事事業者の⽒名⼜は名称及び連絡先｣、「ガス消費機
器設置⼯事監督者（液化⽯油ガス設備⼠）の⽒名及び資格証の番号」及び「施⼯内容及
び施⼯年⽉⽇」を記載した表⽰ラベルを当該特定⼯事に係る特定ガス消費機器の⾒やす
い場所に貼付しなければなりません。（特監法第６条） 

(3)特定⼯事において燃焼器交換時の場合には、既存の排気筒が技術上の基準に適合してい
ることを確認した上で、表⽰ラベルの施⼯内容欄に「機器交換」と明記し、既に貼付さ
れている表⽰ラベルに重ならない位置に新たに貼付します。 

(4)特定⼯事に係る詳細は、巻末の参考資料「特監法のあらまし」を参照してください。 
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２．告⽰検査に向けた体制準備 
バルク貯槽及び附属機器等の告⽰検査に向けた体制準備については、平成29年度に経済産業省から

発出された液化⽯油ガス販売事業者等保安対策指針において、⺠⽣⽤バルク供給システムに使⽤され
ているバルク貯槽及び附属機器等のいわゆる20年検査に係る経済産業省、⾼圧ガス保安協会等の検討
状況の把握に努めるとともに、液化⽯油ガス法施⾏規則、告⽰及び⾼圧ガス保安協会規格を確認し、
20年検査に関する具体的な計画の策定及びその準備に着⼿するよう、ＬＰガス販売事業者等に対して
要請が⾏われました。 

３．告⽰検査に係る法令等の改正⼜は制定に関する動向 
平成21年度から平成24年度にかけて⾏われた経済産業省の委託調査研究において、保安確保を前提

として合理的に告⽰検査を⾏う際の現⾏法令上の課題等が取りまとめられました。これを踏まえて、
次の①、②及び③に掲げるとおり、液⽯法の省令及び告⽰が改正（平成26年６⽉４⽇公布）され、平
成26年10⽉22⽇に液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法令関係の基本通達 

（20140901商局第３号）が改正されました。 
また平成31年度から令和2年度にかけて⾏われた経済産業省の委託調査研究において、製造後の経

過年数が20年を超えるバルク貯槽の検査⽅法の課題等が取りまとめられました。これを踏まえて④
に掲げるとおり、液⽯法の告⽰が改正（令和4年12⽉28⽇公布）されました。 

ＬＰガス販売事業者等は、これらの内容を把握した上で、告⽰検査の計画策定及び準備に着⼿する
こととなります。 

① 液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施⾏規則の⼀部を改正する省令 
（平成26年経済産業省令第31号）（平成26年９⽉１⽇施⾏） 
【改正の概要】 
改正︓作業計画の作成及び作業責任者の指名等、告⽰検査の記録及びその保存 
新設︓特定供給設備の許可における貯蔵能⼒の特例、液化⽯油ガス設備⼯事の届出における貯蔵

能⼒の特例 

② バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細⽬を定める告⽰の⼀部を改正する告⽰ 
（平成26年経済産業省告⽰第128号）（平成26年９⽉１⽇施⾏） 
【改正の概要】 
改正︓内⾯について⾏う⾮破壊検査、その他の技術的修正
新設︓告⽰検査に合格したバルク貯槽⼜は附属機器の表⽰ 

③  液化⽯油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び関係政省令の運⽤及び解釈につ
いて（20140901商局第３号）（平成26年10⽉22⽇施⾏） 

【改正の概要】 
新設︓・告⽰検査を⾏うにあたっては、⾼圧ガス保安協会規格(ＫＨＫ技術基準)を⽤いて⾏うこと。 

・貯槽等の修理、清掃、検査⼜は撤去に先だって仮設供給設備を設置できること。 
・告⽰検査の記録の保存期間 

④ バルク供給及び充てん設備に関する技術上の基準等の細⽬を定める告⽰の⼀部を改正する告⽰ 
（令和4年経済産業省告⽰第212号）（令和4年12⽉28⽇施⾏） 
【改正の概要】 
改正︓製造後の経過年数が20年を超えるバルク貯槽の検査の⽅法を規定 
新設︓初回の告⽰検査に合格した⽇から15年以内かつ製造後35年以下における⾮破壊検査、内⾯

⽬視検査の省略等 
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４．告⽰検査の実施⼿順 
⾼圧ガス保安協会では、経済産業省の要請に基づき、告⽰検査及び告⽰検査を⾏う前に必ず実施し

なければならない作業の具体的な実施⼿順として、次の３つの⾼圧ガス保安協会規格（ＫＨＫ技術基
準） を平成26年２⽉に制定し、平成27年２⽉にその後の法令改正に伴い、当該法令改正内容等を踏
まえた改訂をいたしました。 

これら３つの基準は、この告⽰検査が保安確保の上、円滑かつ確実に⾏われるよう、具体的な検
査⽅法や判断基準等を規定したものとなっています。 

①バルク貯槽の告⽰検査等に関する基準（ＫＨＫＳ0745） 
②附属機器等の告⽰検査に関する基準（ＫＨＫＳ0746） 
③バルク貯槽及び附属機器等の告⽰検査等前作業に関する基準（ＫＨＫＳ0841） 

なお、「バルク貯槽及び附属機器等の告⽰検査等前作業に関する基準（ＫＨＫＳ0841）」では、
告⽰検査の期限対応などに伴うバルク貯槽の移送について、設置先でのバルク貯槽内のＬＰガス回収
が困難な場合等であって、ＬＰガスが充てんされたままのバルク貯槽をＬＰガスが安全に回収できる
場所まで移送する場合の⽅法等について規定した「ＬＰガスバルク貯槽移送基準（ＫＨＫＳ0840）」
を基準中の多くの箇所で準⽤しているため、告⽰検査前作業を確実に⾏うには当該基準も必要になり
ます。 
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